
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべての議案について一部修正のうえで承認されました。 

特に会員にかかわることとして、 

NPO 岐腎協大会が以下の理由で隔年開催となります。 

・開催会場確保が困難 ・運営のむつかしさ ・年々参加会員の減少 

 今後のNPO岐腎協大会は                      

２０１９年（開催）、２０２１年（５０周年記念開催）となります。 

■2019年度の年金支給額の改定 

 2019年度の年金額が改定されました。 

障害基礎年金２級および老齢基礎年金（満額支給）を受

給している人では、６万 4,941円から月額 6万 5,008

円（67 円増）に増え、減額された以前の金額に戻りま

す。 

国民年金保険料については、今年４月から国民年金第１

号被保険者（自営業の方など）に対して、産前産後期間

の保険料免除制度が施行されたことに伴い、月額 1 万

6,540円に引き上げられます。 

 国民年金任意加入期間に加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障害者の救済制度で

ある「特別障害給付金」では、２級は月額４万 1,120円から月額 4万 1,720円（400円増）に増額されま

す。なお、これら新年金額は 4月分として支払われる 6月からです。（全腎協ニューズレター１号より） 

 

 

 

 

岐腎協は 2021年50周年を迎えます 
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2021 年 6 月【岐腎協 50 周年記念大会】開催！！ 

第一号議案 2018年度NPO岐腎協事業報告 

第二号議案 2018年度NPO岐腎協特定非営利活動事業 

及びその他の事業に係る会計報告・監査報告 

第三号議案 2019年度NPO岐腎協特定非営利活動事業に係る事業方針 

及び具体的活動計画案について 

第四号議案 2019年度NPO岐腎協特定非営利活動に係る事業 

及びその他の事業会計予算について 

第五号議案 NPO岐腎協大会見直し案 


